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昨
年
9
月
か
ら
各
府
省

等
で
日
本
の
公
務
員
と
一

緒
に
日
常
業
務
に
接
し
な

が
ら
研
修
を
受
け
て
い
る

ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
職
員

が
、「
日
本
の
公
務
員
の
働

き
ぶ
り
」を『
人
事
院
月
報
』

8
月
号
で
語
っ
て
い
ま
す
。

　

テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ
た

り
ま
す
が
、
日
米
の
違
い
が

浮
き
彫
り
に
な
っ
た
点
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
紹
介

し
ま
す
。

■
オ
フ
ィ
ス
の
違
い

研
修
生　

最
初
に
驚
い
た

の
は
、
オ
フ
ィ
ス
の
執
務
環

境
。
ア
メ
リ
カ
で
は
個
室

ま
た
は
大
部
屋
で
は
パ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
の
形
が
多
い

が
、
日
本
は
大
部
屋
で
机
を

並
べ「
島
」を
つ
く
り
ま
す
。

■
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

の
な
い
ア
メ
リ
カ

研
修
生　

日
本
の
場
合
、
約

2
年
間
で
異
動
す
る
が
、
ア

メ
リ
カ
で
は
人
に
よ
っ
て

違
う
が
、　

年
間
、　

年

20

30

間
、　

年
間
同
じ
ポ
ス
ト
に

40

い
る
人
も
い
る
。

■
昇
進
の
違
い

研
修
生　

昇
進
に
つ
い
て

は
二
つ
道
が
あ
る
。
自
分

か
ら
新
し
い
ポ
ス
ト
を
探

し
て
面
接
を
受
け
て
異
動

す
る
か
、
あ
る
い
は
上
司
が

自
分
の
実
績
を
み
て
、
評
価

さ
れ
れ
ば
昇
進
す
る
。

■
働
き
方
に
つ
い
て

研
修
生　

違
い
と
し
て
気

付
い
た
点
は
、
日
本
の
公
務

員
は
残
業
が
多
い
こ
と
。

ア
メ
リ
カ
の
公
務
員
は
、
通

常
午
後
6
時
位
ま
で
働
く
。

そ
れ
に
比
べ
て
日
本
で
は

毎
日
残
業
が
多
く
、
日
本
人

の
同
僚
は
平
均
１
週
間　
55

時
間
位
働
い
て
い
た
。

■
同
僚
と
の
つ
き
あ
い

研
修
生　

日
本
の
公
務
員

は
事
務
所
で　

時
間
か
ら

10

　

時
間
過
ご
す
か
ら
、
事
務

12所
の
同
僚
が
家
族
の
よ
う

に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
だ
っ

た
ら
大
抵
8
時
間
で
仕
事

を
終
え
て
家
庭
に
帰
る
か

ら
、
仕
事
と
個
人
の
生
活
が

別
々
に
あ
る
。

　
　

＊　
 　

＊　
　

＊

　

研
修
生
の
一
人
は
、
日
本

の
公
務
員
の
「
仕
事
中
毒
」

ぶ
り
を
さ
し
て
、
こ
う
ア
ド

バ
イ
ス
し
た
。「
い
つ
も
仕

事
を
夜
遅
く
ま
で
懸
命
に

や
っ
て
い
る
の
で
、
家
庭
や

お
体
を
大
切
に
」
と
。　

「専攻税法研修のしおり」　

　夏季研修は、…研修生が休暇を取得し、一時期研修か
ら離れてリフレッシュできるよう、全日を「自主研究日」
として実施している。本年度の夏季研修は8月5日から
8月16日の期間を決定しており、特別休暇及び年次休暇
の活用により連続休暇の取得促進を図ることとしてい
る。
　なお、この期間は省エネルギー及びセキュリティの観
点から、原則として学寮を閉鎖するので、帰省のための
チケット等はなるべく早めに手配すること。
　　（休暇取得の例）
　　　　8月5～9日特別休暇、10～16日年次休暇

○研修受講中の職員の年次休暇の取扱いについて
（照会）　長期の研修期間中、研修カリキュラム中に「自
主研究日」等をおくことは妥当か。研修受講中の職員の
年次休暇の取扱いは、どのように考えたらよいか。
（回答）　…全日「自主研究」等の課業を設定する「自主
研究日」を、必要と認められる範囲で、研修カリキュラ
ム中に置くことは適当なことであると考えます。
　なお、「自主研究日」は、課業の計画的設定であり、「自
主研究日」についても、休暇の請求は、他日と変わらず、
職員から各個に行われるものであって、休暇の請求を強
制するものではありません。　
　　　　　　　（平6年：人事院管理局研修審議室長）
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旧
管
理
出
身
者
は
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
ま
す

　
 
相
談
と
電
話
何
と
か
し
て
！

　

被
爆　

周
年
原
水
爆
禁
止

65

２
０
１
０
年
世
界
大
会
・
広

島
大
会
は
８
月
６
日
、「
広

島
か
ら
の
よ
び
か
け
」
を
採

択
し
ま
し
た
。
そ
の
要
旨
を

紹
介
し
ま
す
。

　

＊ 　

＊　
　

＊

　

今
必
要
な
の
は
、
核
兵
器

全
面
禁
止
・
廃
絶
条
約
の
交

渉
を
速
や
か
に
開
始
す
る
こ

と
だ
。
し
か
し
、
核
保
有
国

は
期
限
を
設
け
た
廃
絶
交
渉

に
反
対
し
て
い
る
。
根
底
に

は
、
核
の
脅
迫
で
自
国
の
安

全
を
守
ろ
う
と
す
る
「
核
抑

止
論
」が
あ
り
、
こ
れ
が「
核

兵
器
の
な
い
世
界
」
実
現
の

最
大
の
障
害
だ
。

　

被
爆
国
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
米
国
の
「
核
の
傘
」
の

も
と
に
あ
る
日
本
の
あ
り
方

が
鋭
く
問
わ
れ
て
い
る
。
菅

政
権
の
下
で
、
米
国
の
核
持

ち
込
み
を
公
認
す
る
非
核
３

原
則
の
空
洞
化
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
普
天
間
問
題
で
も

「
日
米
合
意
」に
よ
る
沖
縄
へ

の
基
地
押
し
つ
け
が
強
行
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
公
務
員
に
聞
く「
日
本
の
公
務
員
」

「
北
か
ら
南
か
ら
」は
休
み
ま
す

　下記のグラフは、全国税が5～6月に
実施した「内部事務一元化アンケート」
の結果です。また、確申期の超勤は「減っ
た」が7.7％、「増えた」が69.2％、「変
わらない」が23.1％でした。

　

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
の
号
令
を
か
け
続
け
る
当
局
。

現
場
か
ら
は
「
悲
鳴
」
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
声
と
、
５
～
６
月
に
実
施
し
た
「
内
部
事

務
一
元
化
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で
鮮
明
に
な
っ
た
現
場
の
意

見
を
紹
介
し
ま
す
。

▼
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
か
ら

の
転
送
電
話
を
管
理
運
営
部

門
に
接
続
す
る
の
は
止
め
て

欲
し
い
。
一
般
相
談
の
セ
ン

タ
ー
か
ら
回
っ
て
く
る
と
い

う
こ
と
は
、
個
別
相
談
な
訳

で
し
ょ
う
。
課
税
部
門
に
接

続
す
べ
き
で
す
。（
普　

女
）

53

▼
「
普　

女
」
の
意
見
に
賛

53

同
し
ま
す
。

　

管
理
運
営
部
門
に
、
何
で

も
か
ん
で
も「
質
問
の
電
話
」

が
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。

　

課
税
内
部
に
電
話
を
つ
な

ぎ
な
お
す
と
、「
こ
の
質
問

は
一
般
だ
」
と
言
っ
て
ま
た

回
っ
て
き
ま
す
。

　

電
話
は
全
て
折
り
返
し
に

し
て
い
ま
す
が
、
タ
ッ
ク
ス

ア
ン
サ
ー
を
調
べ
て
も
該
当

し
ま
せ
ん
。
一
つ
の
質
問
が

解
決
し
な
い
う
ち
に
、
次
か

ら
次
へ
と
「
質
問
の
電
話
」

が
か
か
っ
て
き
ま
す
。

　

１
日
中
、
質
問
の
回
答
調

べ
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
本

来
の
仕
事
が
出
来
ま
せ
ん
。

処
理
未
済
が
ど
ん
ど
ん
山
積

み
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う

に
、
総
合
窓
口
と
面
接
の
担

当
が
回
っ
て
き
ま
す
。

　

幹
部
は
「
面
接
は
全
て
管

理
運
営
部
門
で
し
ろ
」
と
言

い
ま
す
が
、
無
理
で
す
。
特

に
、
旧
管
理
出
身
の
職
員

は
、
面
接
ど
こ
ろ
か
、
電
話

の
応
対
も
で
き
ま
せ
ん
。

　

債
権
管
理
だ
け
で
精
一
杯

な
の
に
、
面
接
や
電
話
の
こ

と
を
考
え
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に

な
っ
た
り
、
う
つ
病
に
な
っ

た
職
員
も
い
ま
す
。

　

何
と
か
し
て
下
さ
い
。

　
「
面
接
や
電
話
を
管
理
運

営
部
門
か
ら
切
り
離
す
」
と

考
え
る
職
員
が
多
い
の
に
、

「
面
接
や
電
話
応
対
を
工
夫

し
、
１
０
０
％
近
く
管
理
運

営
部
門
で
で
き
た
」
と
言
っ

て
、
優
良
事
績
を
受
け
た
署

も
あ
り
ま
し
た
。
信
じ
ら
れ

ま
せ
ん
。
シ
ョ
ッ
ク
で
し

た
。
時
代
遅
れ
で
す
。

　
「
管
理
運
営
部
門
か
ら
面

接
や
電
話
の
質
問
へ
の
回
答

を
無
く
す
」、
そ
れ
が
職
員

の
要
望
で
す
。

▼
税
務
の
相
談
は
基
本
的
に

自
分
・
自
社
に
関
す
る
事
項

が
ほ
と
ん
ど
。
よ
っ
て
個
別

照
会
が
ほ
と
ん
ど
と
な
る
。

　

一
組
の
相
談
対
応
が
長
時

間
に
な
る
と
、
結
果
的
に
超

勤
で
そ
の
日
で
き
な
か
っ
た

仕
事
を
こ
な
す
し
か
な
い
。

　

相
談
は
時
間
を
切
っ
て

（
例
え
ば　

分
単
位
）
対
応

15

し
、「
苦
情
」
と
判
断
さ
れ
た

も
の
は
、
原
則
管
理
職
が
対

応
す
べ
き
。

　

既
報
の
と
お
り
全
国
税

は
、「
７
月　

日
か
ら
９
月

22

２
日
に
実
施
さ
れ
る
専
攻
税

法
研
修
」
に
つ
い
て
、
①
研

修
日
程
を
前
期
（
７
月　

日
22

年休取らない場合は「自主研修」を
専攻税法・夏季研修での年休の扱い

研修初日のオリエンテーションで周知と回答
か
ら
８
月
４
日
）、
後
期

（
８
月　

日
か
ら
９
月
２
日
）

17

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
研
修
旅

費
を
支
給
す
る
、
②
８
月
５

日
か
ら
８
月　

日
の
間
は
職

16

場
に
復
帰
さ
せ
る
。「
夏
季

研
修
（
自
主
研
究
日
）
期
間

の
年
次
休
暇
等
の
取
得
強

制
」
は
、
研
修
生
の
権
利
を

著
し
く
侵
害
す
る
た
め
絶
対

行
わ
な
い
、
③
来
年
は
9
月

以
降
以
降
、
対
応
す
る
局
の

研
修
所
で
実
施
す
る
よ
う
申

し
入
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
当
局
は
「
今
か

ら
変
更
は
で
き
な
い
。
申
し

入
れ
内
容
に
つ
い
て
は
来
年

に
向
け
検
討
す
る
」
と
不
誠

実
な
対
応
に
終
始
し
ま
し

た
。

　

そ
の
中
で
、
夏
季
研
修
時

の
年
休
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
回
答
し

て
き
ま
し
た
。

　
　

＊　
 　

＊　
　

＊

全
国
税　

夏
季
研
修
期
間
中

年
休
等
の
扱
い
は
、「
研
修

の
し
お
り
」
を
み
て
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
休
暇
の
請
求

を
強
制
す
る
も
の
だ
。

庁
窓
口　

年
休
等
を
取
得
し

な
い
研
修
生
に
つ
い
て
は
、

専
攻
税
法
研
修
の
一
環
と
し

て
地
方
研
修
所
に
お
い
て
自

主
研
究
を
行
っ
て
頂
く
。

　

そ
の
こ
と
は
今
年
4
月
に

決
め
た
も
の
だ
。

全
国
税　

研
修
生
の
権
利
に

関
わ
る
重
要
事
項
が
「
し
お

り
」
等
で
一
切
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
の
は
大
問
題
で
あ

り
、
申
し
入
れ
を
受
け
変
更

し
た
と
考
え
る
の
が
自
然

だ
。

　

休
暇
の
請
求
を
強
制
し
て

き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
長
官
交
渉
等
で
追
及

す
る
が
、
研
修
生
に
い
つ
、

ど
う
周
知
し
た
の
か
。

庁
窓
口　

研
修
初
日
の
オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
周

知
し
た
。

侠 僑挙挙挙挙挙挙挙挙挙

侠 僑挙挙挙挙挙挙挙挙挙

内部事務一元化
侠 僑挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙　「核兵器のない世界」へ前進を

原水禁2010年世界大会・広島決議

　

核
兵
器
廃
絶
交
渉
の
開
始

を
求
め
る
声
を
さ
ら
に
大
き

く
広
げ
よ
う
。
米
国
の
核
の

傘
か
ら
の
脱
却
を
日
本
政
府

に
迫
ろ
う
。
非
核
３
原
則
の

厳
守
と
法
制
化
を
発
展
さ
せ

よ
う
。
普
天
間
基
地
の
無
条

件
撤
去
を
求
め
、
憲
法
９
条

を
守
り
生
か
す
運
動
を
い
っ

そ
う
強
め
よ
う
。

　

被
爆
者
の
体
験
と
思
い
を

聞
き
、
映
像
・
活
字
な
ど
で

記
録
し
、
発
信
・
共
有
す
る

運
動
を
広
げ
よ
う
。

　

原
爆
被
害
の
実
態
に
即
し

た
被
爆
者
行
政
へ
転
換
さ
せ

よ
う
。
被
爆
者
と
と
も
に
、

そ
し
て
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

結
集
し
、「
核
兵
器
の
な
い

世
界
」
の
実
現
に
向
け
前
進

し
よ
う
。

　

ノ
ー
モ
ア
・
ヒ
ロ
シ
マ

　

ノ
ー
モ
ア
・
ナ
ガ
サ
キ

　

ノ
ー
モ
ア
・
ウ
ォ
ー
！

　

私
た
ち
は
次
の
行
動
を
呼
び
か
け
る
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(　1　)

“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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半
減
す
る
こ
と
で
合
意
し
た

が
、
日
本
は
例
外
と
し
た
。

日
本
の
メ
デ
ィ
ア
は
国
債
発

行
高
が
膨
大
だ
か
ら「
例
外
」

に
し
た
と
喧
伝
し
た
▼
し
か

し
、
そ
の
理
由
は
既
発
債
の

　

％
は
国
内
の
日
本
郵
政
や

95民
間
銀
行
で
保
有
さ
れ
て
お

り
、
米
欧
の
財
政
当
局
は
日

本
が
財
政
危
機
状
態
に
あ
る

と
は
見
て
い
な
い
、
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
▼
国
債
発
行
残

高
は
８
３
８
兆
円
に
達
し
て

い
る
が
、
そ
の
約
４
割
は
特

別
会
計
で
投
融
資
的
に
運
用

さ
れ
、
生
き
た
資
金
と
言
え

る
。
日
本
政
府
の
金
融
資
産

は
５
４
９
兆
円
ま
で
積
み
上

が
り
、
差
し
引
き
純
債
務
は

２
８
９
兆
円
に
な
る
。
こ
れ

を
承
知
の
上
で
、
消
費
税
増

税
を
大
合
唱
す
る
面
々
は
、

国
民
に
真
実
を
伝
え
よ
う
と

は
し
な
い
。

カ
ナ
ダ
で
開

か
れ
た
Ｇ　
20

で
は
、
２
０

１
３
年
ま
で

に
各
国
と
も

財
政
赤
字
を

〈
出
題
〉
九
段　

西
村
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉

桂
の
う
ま
い
活
用
で
…

（　

分
で
二
段
）

10

2010年勧告2009年勧告

水準差率人員水準差率人員

　17.00％　 5,567　16.93%　 5,2231級

　12.93％ 　4,077　12.73% 　3,8662級

　11.25％ 　5,856　11.17% 　6,8313級

　10.00％ 10,356　 9.98% 　9,9754級

　 8.76％  13,596　 8.76%  13,5205級

　 7.47％  11,277 　7.46%  11,1166級

　 9.55％  50,829 　9.54%  50,531計

水準差一時金俸給表

 ▲0.05ヵ月改定見送り 2001年

　9.57％ ▲0.05ヵ月　▲2.0％ 2002年

　9.45％ ▲0.25ヵ月　▲1.1％ 2003年

改 定 見 送 り 2004年

　9.38％ ▲0.05ヵ月　▲0.3％ 2005年

改 定 見 送 り 2006年

　9.33％ ▲0.05ヵ月　0.35％ 2007年

改 定 見 送 り 2008年

　9.54％ ▲0.36ヵ月　▲0.2％ 2009年

　9.55％ ▲0.20ヵ月　▲0.19％ 2010年

■10年間の給与等改定の推移■

■級別人員・水準差率の前年比■

　

自
然
満
喫
、至
福
の
３
日
間

　

■給与改定の内容■ 
〈月例給関係〉
　民間給与とのマイナス格差解消のため、①50歳代後
半層の職員の給与抑制措置及び②俸給表の引下げ改定
の２つの措置を行う。
１　50歳代後半層の職員の給与抑制措置
　55歳を超える職員については、当面の措置として、55
歳に達した年度の翌年度から俸給月額及び俸給の特別
調整額の支給額を1.5％減額。ただし、行政職（一）5級
以下の職員及び他の俸給表のこれに相当する級の職員
を除く。
２　俸給表の引下げ改定
 　50歳代後半層の職員の給与抑制措置による解消分を
除いた残りのマイナス較差を解消するよう、俸給表の引
下げ改定を行う。その際、民間賃金を下回っている若年
層は据え置きとし、40歳代以上の職員が受ける俸給月
額を対象とし、0.1～0.2％程度引下げる。
３　経過措置額について
　給与構造改革の俸給水準引下げに伴う経過措置額も、
俸給表の引下げ改定及び50歳代後半層の給与抑制措置
を踏まえ引下げを行う。
〈特別給関係〉
　年間支給月数を「0.2ヵ月分」引き下げ、「3.95ヵ月」
に減額（期末手当を「0.15ヵ月分」、勤勉手当を「0.05ヵ
月分」それぞれ減）。
■改定の実施等■ 
   本年4月から改正法施行日までの較差相当分を解消す
るための年間調整については、基本的に昨年と同様の方
式による。
■超過勤務手当■　■給与構造改革■（省略）
■高齢期の雇用問題■ 
〈基本的な方向〉
　公的年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、平成
25年度から、定年年齢を段階的に65歳まで延長するこ
とが適当。
〈定年延長に向けた制度見直しの骨格〉
　組織活力の確保のための人材活用方策等に取り組む
とともに、短時間勤務を含め多様な働き方を選択できる
ようにする。定年延長後の給与は、職員の職務と職責を
考慮しつつ、民間企業の雇用・所得の実態を踏まえて60
歳代前半の給与水準を相当程度引き下げなければなら
ない。（以下、省略）
非常勤職員制度の改善について 
〈日々雇用の非常勤職員の任用・勤務形態見直し〉
　現行の日々雇用の仕組みを廃止し、非常勤職員として
会計年度内の期間、臨時的に置かれる官職に就けるため
に任用される「期間業務職員制度」を設ける（改正人事
院規則を8月10日に公布し本年10月から実施）。
〈非常勤職員の育児休業制度等〉
　非常勤職員が育児休業等を取得できるよう意見の申
出を、給与勧告と同時に行う。併せて、介護休暇制度の
導入についても措置する。
■公務員人事管理関係■（省略）

2010年人事院勧告の概要 域
育

違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違

域 育違違違違違違違違
第49回 全国税山のつどい

56歳以上の給与削減は勧告権の濫用！憲法違反の年齢差別だ56歳以上の給与削減は勧告権の濫用！憲法違反の年齢差別だ！！
 
年
齢
差
別
と

2
年
連
続
の
賃
下
げ
を
勧
告

8月2日から5日間 人事院前座り込み行動を展8月2日から5日間　人事院前座り込み行動を展開開

　

水
準
差
率
の
高
い
1
、
2

級
の
人
員
増
に
よ
っ
て
、
ど

う
に
か
、
率
で
0
・　

％
、

01

額
で
約
５
０
０
円
ア
ッ
プ
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
国
税
職

員
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
る

税
務
職
俸
給
表
の
行
政
職
俸

給
表　

に
対
す
る
水
準
差

（一）

は
、　

年
３
２
７
０
０
円
、

02

　

年
３
２
４
０
０
円
、　

年

03

05

３
２
７
０
０
円
、　

年
３
１

07

２
０
０
円
、　

年
３
１
２
０

09

０
円
、　

年
３
１
７
０
０
円

10

と
微
減
・
微
増
を
繰
り
返
し

て
い
ま
す
。

　

税
務
の
職
務
の
評
価
の
象

徴
と
も
言
え
る
水
準
差
の
拡

大
を
、
引
き
続
き
強
く
求
め

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

８
月
５
日
か
ら
３
日
間
、

日
本
百
名
山
と
し
て
名
高
い

北
ア
ル
プ
ス
の
薬
師
岳
（
標

高
2
，9
2
6
m
）と
黒
部
五

郎
岳
（
2
，8
4
0
m
）
で

「
第　

回
全
国
税
山
の
つ
ど

49
い
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

山
頂
付
近
で
は
雷
鳥
親
子

や
山
野
草
の
チ
ン
グ
ル
マ
、

ハ
ク
サ
ン
イ
チ
ゲ
、
静
か
に

残
る
残
雪
が
私
た
ち
を
迎
え

て
く
れ
、
素
晴
ら
し
い
山
行

が
得
ら
れ
ま
し
た
。

　

つ
ど
い
に
は
、
は
る
ば
る

北
海
道
か
ら
参
加
し
た
２
名

を
含
む
、
総
勢　

名
の
山

26

男
・
山
女
た
ち
が
集
ま
り
、

自
然
を
身
体
全
体
で
満
喫
し

至
福
の
３
日
間
を
と
も
に
過

ご
し
ま
し
た
。

税
務
職
水
準
差
は
微
増

　

5
〜
6
級
の
改
善
要
求
は
無
視

　

上
席
や
統
括
官
の
職
務
の

複
雑
・
困
難
性
と
責
任
の
度

合
い
が
大
き
く
な
っ
て
い
る

実
態
は
顧
み
ら
れ
ず
、
焦
点

の
5
、
6
級
の
水
準
差
拡
大

は
図
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

職
員
の
生
活
と
労
働
の
実

態
を
な
ん
ら
顧
み
ず
、
2
年

連
続
の
大
幅
な
年
収
減
と
な

る
勧
告
は
、
５
８
０
万
人
も

の
労
働
者
に
直
接
影
響
す
る

と
さ
れ
、
地
域
経
済
に
も
多

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

デ
フ
レ
経
済
か
ら
脱
却
の

た
め
に
も
、
政
府
に
は
勧
告

の
実
施
「
見
送
り
」
を
含
め

た
真
剣
な
検
討
を
求
め
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　

◇　
　

◇　
　

◇

　

新
た
な
高
齢
期
雇
用
施
策

で
は
、　

歳
代
の
給
与
水
準

60

の
引
き
下
げ
に
関
す
る
一
方

的
な
言
及
は
到
底
容
認
で
き

な
い
も
の
で
す
。

　

国
公
労
連
・
全
国
税
は
、

民
間
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
も

な
り
得
る
制
度
設
計
に
向

け
、
真
摯
な
協
議
を
人
事
院

に
求
め
て
い
き
ま
す
。

　
　

◇　
　

◇　
　

◇

　

一
方
、
非
常
勤
職
員
の
処

遇
改
善
で
は
、
日
々
雇
用
を

廃
止
し
て
新
た
な
任
用
制
度

を
創
設
し
、「
３
年
上
限
」
制

限
を
設
け
さ
せ
な
か
っ
た
こ

と
や
、
育
児
休
業
や
介
護
休

暇
な
ど
の
適
用
拡
大
に
踏
み

切
ら
せ
た
こ
と
は
一
歩
前
進

と
言
え
ま
す
。

　

こ
れ
を
ス
テ
ッ
プ
に
、
国

税
庁
に
対
し
て
は
、
早
急
に

「
３
ヵ
月
更
新
」
の
廃
止
・
見

直
し
を
迫
り
、
賃
金
や
休
暇

制
度
な
ど
均
等
待
遇
、
抜
本

的
な
制
度
改
善
に
向
け
、
使

用
者
と
し
て
責
任
あ
る
対
応

を
求
め
て
い
き
ま
す
。

　

人
事
院
は
8
月　

日
、
月
例
給
の
0
・　

％
削
減
（
若
年

10

19

層
を
除
く
）、
6
級
以
上
で　

歳
と
な
る
年
度
か
ら
の
賃
金
抑

56

制
措
置
の
導
入
、　

年
前
の
水
準
に
ま
で
落
ち
込
む
０
・
２
ヵ

47

月
も
の
一
時
金
削
減
を
柱
と
し
た
給
与
勧
告
を
行
い
ま
し
た

（
勧
告
・
報
告
の
概
要
は
左
記
の
通
り
）。

2010年人勧

庁
は
早
急
に「
３
ヵ
月
更
新
」見
直
せ

月
例
給 　
 
％
と
一
時
金　
   
ヵ
月
を
カ
ッ
ト

非
常
勤
職
員
の
新
た

な
任
用
基
準
を
創
設
0.19

0.2
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昨
年
9
月
か
ら
各
府
省

等
で
日
本
の
公
務
員
と
一

緒
に
日
常
業
務
に
接
し
な

が
ら
研
修
を
受
け
て
い
る

ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
職
員

が
、「
日
本
の
公
務
員
の
働

き
ぶ
り
」を『
人
事
院
月
報
』

8
月
号
で
語
っ
て
い
ま
す
。

　

テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ
た

り
ま
す
が
、
日
米
の
違
い
が

浮
き
彫
り
に
な
っ
た
点
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
紹
介

し
ま
す
。

■
オ
フ
ィ
ス
の
違
い

研
修
生　

最
初
に
驚
い
た

の
は
、
オ
フ
ィ
ス
の
執
務
環

境
。
ア
メ
リ
カ
で
は
個
室

ま
た
は
大
部
屋
で
は
パ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
の
形
が
多
い

が
、
日
本
は
大
部
屋
で
机
を

並
べ「
島
」を
つ
く
り
ま
す
。

■
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

の
な
い
ア
メ
リ
カ

研
修
生　

日
本
の
場
合
、
約

2
年
間
で
異
動
す
る
が
、
ア

メ
リ
カ
で
は
人
に
よ
っ
て

違
う
が
、　

年
間
、　

年

20

30

間
、　

年
間
同
じ
ポ
ス
ト
に

40

い
る
人
も
い
る
。

■
昇
進
の
違
い

研
修
生　

昇
進
に
つ
い
て

は
二
つ
道
が
あ
る
。
自
分

か
ら
新
し
い
ポ
ス
ト
を
探

し
て
面
接
を
受
け
て
異
動

す
る
か
、
あ
る
い
は
上
司
が

自
分
の
実
績
を
み
て
、
評
価

さ
れ
れ
ば
昇
進
す
る
。

■
働
き
方
に
つ
い
て

研
修
生　

違
い
と
し
て
気

付
い
た
点
は
、
日
本
の
公
務

員
は
残
業
が
多
い
こ
と
。

ア
メ
リ
カ
の
公
務
員
は
、
通

常
午
後
6
時
位
ま
で
働
く
。

そ
れ
に
比
べ
て
日
本
で
は

毎
日
残
業
が
多
く
、
日
本
人

の
同
僚
は
平
均
１
週
間　
55

時
間
位
働
い
て
い
た
。

■
同
僚
と
の
つ
き
あ
い

研
修
生　

日
本
の
公
務
員

は
事
務
所
で　

時
間
か
ら

10

　

時
間
過
ご
す
か
ら
、
事
務

12所
の
同
僚
が
家
族
の
よ
う

に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
だ
っ

た
ら
大
抵
8
時
間
で
仕
事

を
終
え
て
家
庭
に
帰
る
か

ら
、
仕
事
と
個
人
の
生
活
が

別
々
に
あ
る
。

　
　

＊　
 　

＊　
　

＊

　

研
修
生
の
一
人
は
、
日
本

の
公
務
員
の
「
仕
事
中
毒
」

ぶ
り
を
さ
し
て
、
こ
う
ア
ド

バ
イ
ス
し
た
。「
い
つ
も
仕

事
を
夜
遅
く
ま
で
懸
命
に

や
っ
て
い
る
の
で
、
家
庭
や

お
体
を
大
切
に
」
と
。　

「専攻税法研修のしおり」　

　夏季研修は、…研修生が休暇を取得し、一時期研修か
ら離れてリフレッシュできるよう、全日を「自主研究日」
として実施している。本年度の夏季研修は8月5日から
8月16日の期間を決定しており、特別休暇及び年次休暇
の活用により連続休暇の取得促進を図ることとしてい
る。
　なお、この期間は省エネルギー及びセキュリティの観
点から、原則として学寮を閉鎖するので、帰省のための
チケット等はなるべく早めに手配すること。
　　（休暇取得の例）
　　　　8月5～9日特別休暇、10～16日年次休暇

○研修受講中の職員の年次休暇の取扱いについて
（照会）　長期の研修期間中、研修カリキュラム中に「自
主研究日」等をおくことは妥当か。研修受講中の職員の
年次休暇の取扱いは、どのように考えたらよいか。
（回答）　…全日「自主研究」等の課業を設定する「自主
研究日」を、必要と認められる範囲で、研修カリキュラ
ム中に置くことは適当なことであると考えます。
　なお、「自主研究日」は、課業の計画的設定であり、「自
主研究日」についても、休暇の請求は、他日と変わらず、
職員から各個に行われるものであって、休暇の請求を強
制するものではありません。　
　　　　　　　（平6年：人事院管理局研修審議室長）

第13　夏季研修

　

旧
管
理
出
身
者
は
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
ま
す

　
 
相
談
と
電
話
何
と
か
し
て
！

　

被
爆　

周
年
原
水
爆
禁
止

65

２
０
１
０
年
世
界
大
会
・
広

島
大
会
は
８
月
６
日
、「
広

島
か
ら
の
よ
び
か
け
」
を
採

択
し
ま
し
た
。
そ
の
要
旨
を

紹
介
し
ま
す
。

　

＊ 　

＊　
　

＊

　

今
必
要
な
の
は
、
核
兵
器

全
面
禁
止
・
廃
絶
条
約
の
交

渉
を
速
や
か
に
開
始
す
る
こ

と
だ
。
し
か
し
、
核
保
有
国

は
期
限
を
設
け
た
廃
絶
交
渉

に
反
対
し
て
い
る
。
根
底
に

は
、
核
の
脅
迫
で
自
国
の
安

全
を
守
ろ
う
と
す
る
「
核
抑

止
論
」が
あ
り
、
こ
れ
が「
核

兵
器
の
な
い
世
界
」
実
現
の

最
大
の
障
害
だ
。

　

被
爆
国
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
米
国
の
「
核
の
傘
」
の

も
と
に
あ
る
日
本
の
あ
り
方

が
鋭
く
問
わ
れ
て
い
る
。
菅

政
権
の
下
で
、
米
国
の
核
持

ち
込
み
を
公
認
す
る
非
核
３

原
則
の
空
洞
化
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
普
天
間
問
題
で
も

「
日
米
合
意
」に
よ
る
沖
縄
へ

の
基
地
押
し
つ
け
が
強
行
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
公
務
員
に
聞
く「
日
本
の
公
務
員
」

「
北
か
ら
南
か
ら
」は
休
み
ま
す

　下記のグラフは、全国税が5～6月に
実施した「内部事務一元化アンケート」
の結果です。また、確申期の超勤は「減っ
た」が7.7％、「増えた」が69.2％、「変
わらない」が23.1％でした。

　

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
の
号
令
を
か
け
続
け
る
当
局
。

現
場
か
ら
は
「
悲
鳴
」
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
声
と
、
５
～
６
月
に
実
施
し
た
「
内
部
事

務
一
元
化
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で
鮮
明
に
な
っ
た
現
場
の
意

見
を
紹
介
し
ま
す
。

▼
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
か
ら

の
転
送
電
話
を
管
理
運
営
部

門
に
接
続
す
る
の
は
止
め
て

欲
し
い
。
一
般
相
談
の
セ
ン

タ
ー
か
ら
回
っ
て
く
る
と
い

う
こ
と
は
、
個
別
相
談
な
訳

で
し
ょ
う
。
課
税
部
門
に
接

続
す
べ
き
で
す
。（
普　

女
）

53

▼
「
普　

女
」
の
意
見
に
賛

53

同
し
ま
す
。

　

管
理
運
営
部
門
に
、
何
で

も
か
ん
で
も「
質
問
の
電
話
」

が
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。

　

課
税
内
部
に
電
話
を
つ
な

ぎ
な
お
す
と
、「
こ
の
質
問

は
一
般
だ
」
と
言
っ
て
ま
た

回
っ
て
き
ま
す
。

　

電
話
は
全
て
折
り
返
し
に

し
て
い
ま
す
が
、
タ
ッ
ク
ス

ア
ン
サ
ー
を
調
べ
て
も
該
当

し
ま
せ
ん
。
一
つ
の
質
問
が

解
決
し
な
い
う
ち
に
、
次
か

ら
次
へ
と
「
質
問
の
電
話
」

が
か
か
っ
て
き
ま
す
。

　

１
日
中
、
質
問
の
回
答
調

べ
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
本

来
の
仕
事
が
出
来
ま
せ
ん
。

処
理
未
済
が
ど
ん
ど
ん
山
積

み
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う

に
、
総
合
窓
口
と
面
接
の
担

当
が
回
っ
て
き
ま
す
。

　

幹
部
は
「
面
接
は
全
て
管

理
運
営
部
門
で
し
ろ
」
と
言

い
ま
す
が
、
無
理
で
す
。
特

に
、
旧
管
理
出
身
の
職
員

は
、
面
接
ど
こ
ろ
か
、
電
話

の
応
対
も
で
き
ま
せ
ん
。

　

債
権
管
理
だ
け
で
精
一
杯

な
の
に
、
面
接
や
電
話
の
こ

と
を
考
え
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に

な
っ
た
り
、
う
つ
病
に
な
っ

た
職
員
も
い
ま
す
。

　

何
と
か
し
て
下
さ
い
。

　
「
面
接
や
電
話
を
管
理
運

営
部
門
か
ら
切
り
離
す
」
と

考
え
る
職
員
が
多
い
の
に
、

「
面
接
や
電
話
応
対
を
工
夫

し
、
１
０
０
％
近
く
管
理
運

営
部
門
で
で
き
た
」
と
言
っ

て
、
優
良
事
績
を
受
け
た
署

も
あ
り
ま
し
た
。
信
じ
ら
れ

ま
せ
ん
。
シ
ョ
ッ
ク
で
し

た
。
時
代
遅
れ
で
す
。

　
「
管
理
運
営
部
門
か
ら
面

接
や
電
話
の
質
問
へ
の
回
答

を
無
く
す
」、
そ
れ
が
職
員

の
要
望
で
す
。

▼
税
務
の
相
談
は
基
本
的
に

自
分
・
自
社
に
関
す
る
事
項

が
ほ
と
ん
ど
。
よ
っ
て
個
別

照
会
が
ほ
と
ん
ど
と
な
る
。

　

一
組
の
相
談
対
応
が
長
時

間
に
な
る
と
、
結
果
的
に
超

勤
で
そ
の
日
で
き
な
か
っ
た

仕
事
を
こ
な
す
し
か
な
い
。

　

相
談
は
時
間
を
切
っ
て

（
例
え
ば　

分
単
位
）
対
応

15

し
、「
苦
情
」
と
判
断
さ
れ
た

も
の
は
、
原
則
管
理
職
が
対

応
す
べ
き
。

　

既
報
の
と
お
り
全
国
税

は
、「
７
月　

日
か
ら
９
月

22

２
日
に
実
施
さ
れ
る
専
攻
税

法
研
修
」
に
つ
い
て
、
①
研

修
日
程
を
前
期
（
７
月　

日
22

年休取らない場合は「自主研修」を
専攻税法・夏季研修での年休の扱い

研修初日のオリエンテーションで周知と回答
か
ら
８
月
４
日
）、
後
期

（
８
月　

日
か
ら
９
月
２
日
）

17

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
研
修
旅

費
を
支
給
す
る
、
②
８
月
５

日
か
ら
８
月　

日
の
間
は
職

16

場
に
復
帰
さ
せ
る
。「
夏
季

研
修
（
自
主
研
究
日
）
期
間

の
年
次
休
暇
等
の
取
得
強

制
」
は
、
研
修
生
の
権
利
を

著
し
く
侵
害
す
る
た
め
絶
対

行
わ
な
い
、
③
来
年
は
9
月

以
降
以
降
、
対
応
す
る
局
の

研
修
所
で
実
施
す
る
よ
う
申

し
入
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
当
局
は
「
今
か

ら
変
更
は
で
き
な
い
。
申
し

入
れ
内
容
に
つ
い
て
は
来
年

に
向
け
検
討
す
る
」
と
不
誠

実
な
対
応
に
終
始
し
ま
し

た
。

　

そ
の
中
で
、
夏
季
研
修
時

の
年
休
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
回
答
し

て
き
ま
し
た
。

　
　

＊　
 　

＊　
　

＊

全
国
税　

夏
季
研
修
期
間
中

年
休
等
の
扱
い
は
、「
研
修

の
し
お
り
」
を
み
て
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
休
暇
の
請
求

を
強
制
す
る
も
の
だ
。

庁
窓
口　

年
休
等
を
取
得
し

な
い
研
修
生
に
つ
い
て
は
、

専
攻
税
法
研
修
の
一
環
と
し

て
地
方
研
修
所
に
お
い
て
自

主
研
究
を
行
っ
て
頂
く
。

　

そ
の
こ
と
は
今
年
4
月
に

決
め
た
も
の
だ
。

全
国
税　

研
修
生
の
権
利
に

関
わ
る
重
要
事
項
が
「
し
お

り
」
等
で
一
切
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
の
は
大
問
題
で
あ

り
、
申
し
入
れ
を
受
け
変
更

し
た
と
考
え
る
の
が
自
然

だ
。

　

休
暇
の
請
求
を
強
制
し
て

き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
長
官
交
渉
等
で
追
及

す
る
が
、
研
修
生
に
い
つ
、

ど
う
周
知
し
た
の
か
。

庁
窓
口　

研
修
初
日
の
オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
周

知
し
た
。

侠 僑挙挙挙挙挙挙挙挙挙

侠 僑挙挙挙挙挙挙挙挙挙

内部事務一元化
侠 僑挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙　「核兵器のない世界」へ前進を

原水禁2010年世界大会・広島決議

　

核
兵
器
廃
絶
交
渉
の
開
始

を
求
め
る
声
を
さ
ら
に
大
き

く
広
げ
よ
う
。
米
国
の
核
の

傘
か
ら
の
脱
却
を
日
本
政
府

に
迫
ろ
う
。
非
核
３
原
則
の

厳
守
と
法
制
化
を
発
展
さ
せ

よ
う
。
普
天
間
基
地
の
無
条

件
撤
去
を
求
め
、
憲
法
９
条

を
守
り
生
か
す
運
動
を
い
っ

そ
う
強
め
よ
う
。

　

被
爆
者
の
体
験
と
思
い
を

聞
き
、
映
像
・
活
字
な
ど
で

記
録
し
、
発
信
・
共
有
す
る

運
動
を
広
げ
よ
う
。

　

原
爆
被
害
の
実
態
に
即
し

た
被
爆
者
行
政
へ
転
換
さ
せ

よ
う
。
被
爆
者
と
と
も
に
、

そ
し
て
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

結
集
し
、「
核
兵
器
の
な
い

世
界
」
の
実
現
に
向
け
前
進

し
よ
う
。

　

ノ
ー
モ
ア
・
ヒ
ロ
シ
マ

　

ノ
ー
モ
ア
・
ナ
ガ
サ
キ

　

ノ
ー
モ
ア
・
ウ
ォ
ー
！

　

私
た
ち
は
次
の
行
動
を
呼
び
か
け
る

発行所
東京都千代田区霞ヶ関

財務ビル内（〒100-0013）

全国税労働組合
発行人　山本　浩二

電　話（03）3581−3678
ＦＡＸ（03）3507−0886
振替口座　00140-2-68514

(　1　)

“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei

第 1930号 2010年 8月 25日

半
減
す
る
こ
と
で
合
意
し
た

が
、
日
本
は
例
外
と
し
た
。

日
本
の
メ
デ
ィ
ア
は
国
債
発

行
高
が
膨
大
だ
か
ら「
例
外
」

に
し
た
と
喧
伝
し
た
▼
し
か

し
、
そ
の
理
由
は
既
発
債
の

　

％
は
国
内
の
日
本
郵
政
や

95民
間
銀
行
で
保
有
さ
れ
て
お

り
、
米
欧
の
財
政
当
局
は
日

本
が
財
政
危
機
状
態
に
あ
る

と
は
見
て
い
な
い
、
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
▼
国
債
発
行
残

高
は
８
３
８
兆
円
に
達
し
て

い
る
が
、
そ
の
約
４
割
は
特

別
会
計
で
投
融
資
的
に
運
用

さ
れ
、
生
き
た
資
金
と
言
え

る
。
日
本
政
府
の
金
融
資
産

は
５
４
９
兆
円
ま
で
積
み
上

が
り
、
差
し
引
き
純
債
務
は

２
８
９
兆
円
に
な
る
。
こ
れ

を
承
知
の
上
で
、
消
費
税
増

税
を
大
合
唱
す
る
面
々
は
、

国
民
に
真
実
を
伝
え
よ
う
と

は
し
な
い
。

カ
ナ
ダ
で
開

か
れ
た
Ｇ　
20

で
は
、
２
０

１
３
年
ま
で

に
各
国
と
も

財
政
赤
字
を

〈
出
題
〉
九
段　

西
村
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉

桂
の
う
ま
い
活
用
で
…

（　

分
で
二
段
）

10

2010年勧告2009年勧告

水準差率人員水準差率人員

　17.00％　 5,567　16.93%　 5,2231級

　12.93％ 　4,077　12.73% 　3,8662級

　11.25％ 　5,856　11.17% 　6,8313級

　10.00％ 10,356　 9.98% 　9,9754級

　 8.76％  13,596　 8.76%  13,5205級

　 7.47％  11,277 　7.46%  11,1166級

　 9.55％  50,829 　9.54%  50,531計

水準差一時金俸給表

 ▲0.05ヵ月改定見送り 2001年

　9.57％ ▲0.05ヵ月　▲2.0％ 2002年

　9.45％ ▲0.25ヵ月　▲1.1％ 2003年

改 定 見 送 り 2004年

　9.38％ ▲0.05ヵ月　▲0.3％ 2005年

改 定 見 送 り 2006年

　9.33％ ▲0.05ヵ月　0.35％ 2007年

改 定 見 送 り 2008年

　9.54％ ▲0.36ヵ月　▲0.2％ 2009年

　9.55％ ▲0.20ヵ月　▲0.19％ 2010年

■10年間の給与等改定の推移■

■級別人員・水準差率の前年比■

　

自
然
満
喫
、至
福
の
３
日
間

　

■給与改定の内容■ 
〈月例給関係〉
　民間給与とのマイナス格差解消のため、①50歳代後
半層の職員の給与抑制措置及び②俸給表の引下げ改定
の２つの措置を行う。
１　50歳代後半層の職員の給与抑制措置
　55歳を超える職員については、当面の措置として、55
歳に達した年度の翌年度から俸給月額及び俸給の特別
調整額の支給額を1.5％減額。ただし、行政職（一）5級
以下の職員及び他の俸給表のこれに相当する級の職員
を除く。
２　俸給表の引下げ改定
 　50歳代後半層の職員の給与抑制措置による解消分を
除いた残りのマイナス較差を解消するよう、俸給表の引
下げ改定を行う。その際、民間賃金を下回っている若年
層は据え置きとし、40歳代以上の職員が受ける俸給月
額を対象とし、0.1～0.2％程度引下げる。
３　経過措置額について
　給与構造改革の俸給水準引下げに伴う経過措置額も、
俸給表の引下げ改定及び50歳代後半層の給与抑制措置
を踏まえ引下げを行う。
〈特別給関係〉
　年間支給月数を「0.2ヵ月分」引き下げ、「3.95ヵ月」
に減額（期末手当を「0.15ヵ月分」、勤勉手当を「0.05ヵ
月分」それぞれ減）。
■改定の実施等■ 
   本年4月から改正法施行日までの較差相当分を解消す
るための年間調整については、基本的に昨年と同様の方
式による。
■超過勤務手当■　■給与構造改革■（省略）
■高齢期の雇用問題■ 
〈基本的な方向〉
　公的年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、平成
25年度から、定年年齢を段階的に65歳まで延長するこ
とが適当。
〈定年延長に向けた制度見直しの骨格〉
　組織活力の確保のための人材活用方策等に取り組む
とともに、短時間勤務を含め多様な働き方を選択できる
ようにする。定年延長後の給与は、職員の職務と職責を
考慮しつつ、民間企業の雇用・所得の実態を踏まえて60
歳代前半の給与水準を相当程度引き下げなければなら
ない。（以下、省略）
非常勤職員制度の改善について 
〈日々雇用の非常勤職員の任用・勤務形態見直し〉
　現行の日々雇用の仕組みを廃止し、非常勤職員として
会計年度内の期間、臨時的に置かれる官職に就けるため
に任用される「期間業務職員制度」を設ける（改正人事
院規則を8月10日に公布し本年10月から実施）。
〈非常勤職員の育児休業制度等〉
　非常勤職員が育児休業等を取得できるよう意見の申
出を、給与勧告と同時に行う。併せて、介護休暇制度の
導入についても措置する。
■公務員人事管理関係■（省略）

2010年人事院勧告の概要 域
育

違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違
違

域 育違違違違違違違違
第49回 全国税山のつどい

56歳以上の給与削減は勧告権の濫用！憲法違反の年齢差別だ56歳以上の給与削減は勧告権の濫用！憲法違反の年齢差別だ！！
 
年
齢
差
別
と

2
年
連
続
の
賃
下
げ
を
勧
告

8月2日から5日間 人事院前座り込み行動を展8月2日から5日間　人事院前座り込み行動を展開開

　

水
準
差
率
の
高
い
1
、
2

級
の
人
員
増
に
よ
っ
て
、
ど

う
に
か
、
率
で
0
・　

％
、

01

額
で
約
５
０
０
円
ア
ッ
プ
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
国
税
職

員
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
る

税
務
職
俸
給
表
の
行
政
職
俸

給
表　

に
対
す
る
水
準
差

（一）

は
、　

年
３
２
７
０
０
円
、

02

　

年
３
２
４
０
０
円
、　

年

03

05

３
２
７
０
０
円
、　

年
３
１

07

２
０
０
円
、　

年
３
１
２
０

09

０
円
、　

年
３
１
７
０
０
円

10

と
微
減
・
微
増
を
繰
り
返
し

て
い
ま
す
。

　

税
務
の
職
務
の
評
価
の
象

徴
と
も
言
え
る
水
準
差
の
拡

大
を
、
引
き
続
き
強
く
求
め

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

８
月
５
日
か
ら
３
日
間
、

日
本
百
名
山
と
し
て
名
高
い

北
ア
ル
プ
ス
の
薬
師
岳
（
標

高
2
，9
2
6
m
）と
黒
部
五

郎
岳
（
2
，8
4
0
m
）
で

「
第　

回
全
国
税
山
の
つ
ど

49
い
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

山
頂
付
近
で
は
雷
鳥
親
子

や
山
野
草
の
チ
ン
グ
ル
マ
、

ハ
ク
サ
ン
イ
チ
ゲ
、
静
か
に

残
る
残
雪
が
私
た
ち
を
迎
え

て
く
れ
、
素
晴
ら
し
い
山
行

が
得
ら
れ
ま
し
た
。

　

つ
ど
い
に
は
、
は
る
ば
る

北
海
道
か
ら
参
加
し
た
２
名

を
含
む
、
総
勢　

名
の
山

26

男
・
山
女
た
ち
が
集
ま
り
、

自
然
を
身
体
全
体
で
満
喫
し

至
福
の
３
日
間
を
と
も
に
過

ご
し
ま
し
た
。

税
務
職
水
準
差
は
微
増

　

5
〜
6
級
の
改
善
要
求
は
無
視

　

上
席
や
統
括
官
の
職
務
の

複
雑
・
困
難
性
と
責
任
の
度

合
い
が
大
き
く
な
っ
て
い
る

実
態
は
顧
み
ら
れ
ず
、
焦
点

の
5
、
6
級
の
水
準
差
拡
大

は
図
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

職
員
の
生
活
と
労
働
の
実

態
を
な
ん
ら
顧
み
ず
、
2
年

連
続
の
大
幅
な
年
収
減
と
な

る
勧
告
は
、
５
８
０
万
人
も

の
労
働
者
に
直
接
影
響
す
る

と
さ
れ
、
地
域
経
済
に
も
多

大
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

デ
フ
レ
経
済
か
ら
脱
却
の

た
め
に
も
、
政
府
に
は
勧
告

の
実
施
「
見
送
り
」
を
含
め

た
真
剣
な
検
討
を
求
め
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　

◇　
　

◇　
　

◇

　

新
た
な
高
齢
期
雇
用
施
策

で
は
、　

歳
代
の
給
与
水
準

60

の
引
き
下
げ
に
関
す
る
一
方

的
な
言
及
は
到
底
容
認
で
き

な
い
も
の
で
す
。

　

国
公
労
連
・
全
国
税
は
、

民
間
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
も

な
り
得
る
制
度
設
計
に
向

け
、
真
摯
な
協
議
を
人
事
院

に
求
め
て
い
き
ま
す
。

　
　

◇　
　

◇　
　

◇

　

一
方
、
非
常
勤
職
員
の
処

遇
改
善
で
は
、
日
々
雇
用
を

廃
止
し
て
新
た
な
任
用
制
度

を
創
設
し
、「
３
年
上
限
」
制

限
を
設
け
さ
せ
な
か
っ
た
こ

と
や
、
育
児
休
業
や
介
護
休

暇
な
ど
の
適
用
拡
大
に
踏
み

切
ら
せ
た
こ
と
は
一
歩
前
進

と
言
え
ま
す
。

　

こ
れ
を
ス
テ
ッ
プ
に
、
国

税
庁
に
対
し
て
は
、
早
急
に

「
３
ヵ
月
更
新
」
の
廃
止
・
見

直
し
を
迫
り
、
賃
金
や
休
暇

制
度
な
ど
均
等
待
遇
、
抜
本

的
な
制
度
改
善
に
向
け
、
使

用
者
と
し
て
責
任
あ
る
対
応

を
求
め
て
い
き
ま
す
。

　

人
事
院
は
8
月　

日
、
月
例
給
の
0
・　

％
削
減
（
若
年

10

19

層
を
除
く
）、
6
級
以
上
で　

歳
と
な
る
年
度
か
ら
の
賃
金
抑

56

制
措
置
の
導
入
、　

年
前
の
水
準
に
ま
で
落
ち
込
む
０
・
２
ヵ

47

月
も
の
一
時
金
削
減
を
柱
と
し
た
給
与
勧
告
を
行
い
ま
し
た

（
勧
告
・
報
告
の
概
要
は
左
記
の
通
り
）。

2010年人勧

庁
は
早
急
に「
３
ヵ
月
更
新
」見
直
せ

月
例
給 　
 
％
と
一
時
金　
   
ヵ
月
を
カ
ッ
ト

非
常
勤
職
員
の
新
た

な
任
用
基
準
を
創
設
0.19

0.2


